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地域に開かれた学校安全をめざして

一日本教育法学会、学校安全条例案を提案一

書 多 明 人 （早稲田大学）

日本教育法学会・学校事故問題研究特別委員会 （略称 ：学校事故研、委員長・喜多）は、20 04年5 月、学校安全最低基準法制化、学校安

全職 員制度化 を主 なね らい と した 「学校 安全 法」要綱 案 を提 示 した。学校 事故研 は、今 年5月28 日、中央 大学 で開催 され た同学会定期 総会

で、地域 ・ 自治体 におい て取 り組 むべ き 「学校 安全条例 」要綱 案 につい て、以 下の3つの モデル 案 を公表 した。

学校安全基準の3 つのレベル

これまで学校安全の水準維持に欠かせない「学校安全基準」

に関 しては、国レベルでの学校安全の最低基準 （＝学校安全

法）、地域・ 自治体 レベルでの適正基準 （学校安全条例）、学

校レベルでの実践的専門的基準 （学校安全指針）に分けられ

てきた。安全基準は、それぞれの レベルで独 自な役割を果た

しつつ 、相 ま って子 ども に対 して＜ よ り質の 高 い安全 性 ＞を

確保 してい くことが でき る、 と考 え られ た 。つ ま り、国 レベ

ルでの安全についての最低限の基準を遵守 しつつ、実際の地

域、学校 で はその 基準 を超 えた 安全 を確 保 して い くこ とによ

り、よ り創 造的 、 自主 的な 教育 活動 を実 現 して い くこと が可

能にな る。

そ こで い う＜ 質の高 い安 全性 ＞とは 、た だ単 に 「安 全 であ

れば良い」（機械的安全性）という水準を越えて、「高度な教育

活動を保障できるような安全性」（教育的高度安全性）をさ

す。た とえ ば、 学校 を刑務 所の よ うに高 い塀 で 囲み 、施錠 し

隔離す るよ うな 安全性 は 、確 かに 「不審 者乱 入」 の防 御 と し

ては有効ではあるが、子どもたちの 自由な校外学習や、保護

者・住民の参加型教育活動の障害となるなど、制約の多い教

育活動となる欠陥がある。地域・ 自治体が、地域に開かれた

学校安全の適正基準を確保 していくために、「学校安全条例」

を創 造 して い くの は 、その よ うな機 械的 安全 管理 を超 えて い

くため で ある とい って よ い。 た とえ ば 、「この条 例 は、 学校

安全法 （平成0 0 年法律第0 0 号）の趣旨及び地域に開かれ

た学校づくりの理念に基づき、学校安全に関する適正基準及

び学校安全計画を策定 し、 ・もって児童等及び教職員

等の生命、身体、健康の安全を確保することを目的とする。」

（ 学校安全条例要綱案第 1条）。

安全、安心 のまちづ くりの一環 と して

この よ うに、学 校安 全 は、 国 レベ ル と地域・ 自治体 、各学

校レベル との組み合わせによる総合的な安全対策が求められ

ている。 その 際の 国 と地域 との よ り良 い関係 とは 、単 に横並

びとい うよ りは地 域・ 学校 の主 体的 な学 校安 全の 取 り組 みが

あって、国が財政支援や制度・条件整備的な側面援助をする

とい う関係 であ る と理 解 して よい。 地域 や学校 の独 自性 が生

かされた 質の 高 い安全 性の 追求 に よ って、子 ども に とっての

最善の安全が確保される。
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ところが、 2 0 0 4 年 1 1 月におきた奈良の小学生誘拐殺傷事

件は、決して地域が安全でないことを象徴する事件であった。

たとえ ば読売 新 聞 （2 0 0 4 年 6 月 7 日付） によ る全 国調 査 に

よる と、校 内侵 入・ 登下 校時 の被 害 が拡大 してい る こと 、と

くに昨年度の校内への侵入事案は、近畿が9 5 件 と最多。次

いで九州・沖縄の4 8 件、関東の2 6 件。登下校時に児童生徒

が危 害をカロえ られた り、危害 を加 え られ そ うにな った り した

事案 は昨年度 、近 畿が 4 5 6 件 で最 も多 く…」 と い うふ うに報

じられた 。 この よ う に、子 ども の安 全 は 、校 内 だ けで な く、

むしろ校外の地域、通学時において脅かされている状況下に

おいて 、す で に 「学校 だ けで は守 りき れ ない」 時 代 に至 って

いる と判 断さ れる。今 日、各地 で 「安 全、安心 の まちづ くり」

がうた われ 始め た。 その よ うな地 域全 体 の安全 な まち づ く り

の中で、地域の一部である学校の安全も担保される、とい う

視点が必要になっている。

学校事故研では、事件、事故が多発 しているような危険度

の高い地域での緊急時の安全対策と、日常的に教育活動が成

り立つ状況下での通常の学校安全対策を明確に区別 し、緊急

時における学校安全対策を特定 し、む しろ可能な限 り通常の

学校安全対策 に移行するよう努めて、子どもの成長や教育活

動を妨げないための様々な工夫をこらした地域、学校の独自

な安全対策を創造 してい って欲 しいと考えた。地域の危険度

に対応 した柔軟な安全対策を立てていくためにも、その指針

となる 「学校安全条例」（仮称）が求められている。

学校安全条例（仮称）の3 つのモデル

学校事故研では、このような趣旨から、学校安全の最低水

準を上回る地域の適正、最適な基準を各地において創造的に

形成 して い くこ とが可能 とな る よ うな指 針 とな る条例 案 のモ

デル作成を基本テーマとし、自治体の財政事情や地域の特殊

性をふまえて、以下のような3 つの 「学校安全条例」（仮称）

要綱案のモデルを作成 してきた。

A モデル 「0 0 市学校安全基本条例」要綱案（略称「基本
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条例」）

B モデル 「0 0 市学校災害の救済及び防止に関する条例」

要綱案（略称「救済条例」）

C モデル 「0 0 市学校安全条例」要綱案（略称「総合条例」）

0 0 市と したのは、市町村（区）レベルでの学校安全施策に

活用できる条例を想定 したものである。本来は、都道府県 レ

ベルでの条例案（対象 ：高校、私立学校等）も検討する余地が

あったが、学校災害の防止や学校安全へのニーズは、全国の

公立小学校、中学校の現場や地域に高 く、これを所管する市

町村 自治体 に集 中 してい るため であ る。

A モデルの 「基本条例」は、学校安全の基本理念を掲げて、

それに基づ く学校安全計画を立案 し、計画を具体化する学校

安全施策を実施、推進、評価、検証していくという仕組みを

つくる ことを主 眼 に置い た法規 であ る。

B モデルの 「救済条例」は、「学校安全法」要綱案の第2 5

（ 学校災害の原因究明責任と相談・調査）を受けて、個別救

済を出発 点 と した事故 原 因究 明 と防止 の具 体化 を図 ろ うとす

る条例モデルである。

C モデルの 「総合条例」とは、A モデル、B モデルの基本的

な事項を包括 し、かつ学校安全の決め手である 「学校安全職

員」制度の具体化や、地域に開かれた学校づくりにふさわ し

い学校安全の適正基準化、学校安全点検システムの構築、原

因究明と再発防止のための審査会設置な どについて総合的に

カバー して い こ うとい うヨ総合 条例 の

要綱案である。

子どもの権利条例 と共に、各地域

でこの 条例案 が 活用 され て い くこと

が期待される。

なお 、詳 しくは喜 多 明人・ 橋本 恭

宏編 『提言 学校安全法』不磨書房

（ 2 0 0 5 年 5 月発行、 9 5 0 円）を参

照されたい。
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こどもシ ンポ ジ ウム

「 こどもか ら大人へのメ ッセージ」に参加 して

中澤 備 子 （N P O 法人めぐろチャイルドライン運営委員 大学 1 年生）

4 月2 3 、2 4 日に東 京・ 三 田で 開催 され た 「こども 環境 学

会2 0 0 5 年 大会」 で こど も シンポ ジ ウム 「こ どもか ら大 人へ

のメ ッセー ジ」 が行わ れま した。

「子 どもの こ とは子 ども に聞 け」 －今 まで 子 ども に関 する

学会な どがた くさん開 かれ て います が 、今 回の よ うに実 際 に

ぱ芸
するの は初め てで はな い で し ょうか。子 どもの

利条約 第8 0号・ 20 05年 7 月 15 日号

事を考 える 上で 直接 子 どもの 声 に耳を 傾 けるの はあ た りまえ

のことと思 うの で すが 、なぜ 今 まで この よ うな場 が設 け られ

なか ったの か、少 し疑 問に思 います 。

シ ンポ に参カロした の は、下 は小 学生 か ら上 は 18 歳 ま での 、

1 5 人位の子 ども達。自己紹介 や簡単なゲームを して顔見知

りにな った あ と 、どん な こ と を話 そ うか とい う打 ち合 わ せ 。



そしてい よい よ本番 。会 場の 広 いホー ル に、子 ど も達 と、 コ

ーディネーターのマリオ （神谷明宏 聖徳大学児童学科助教

授）、ラタじい （ラタ見 稔 幸 東京 大 学大 学 院教 授 ） と が車 座 に

なって座 り、 その周 囲 をお となが 取 り囲む よ うに椅 子 に座 っ

て、子 どもの話 を 聞 くとい うセ ッテ ィン グで す （コー デ ィネ

ーターの2 人 はニ ックネ ーム で呼ば れて いま した）。一応 、マ

リオ が進行 役 で、汐 じいが学 校の こ と、仕事 の こ と、少 年犯

罪の こ とな どい くつ かの テー マで 質 問を して、 それ につ いて

子ども達 が 自由に意 見 を言い 合 うと い うか たち で進 め られ ま

した 。

話の 内容 は主 に学 校 につ いて で した 。

勉強 が楽 しくない 、必 要な いん じやない か とい う意見 も出

て、とても 印象に残 って います 。あ る中学 生の女 の子 か らは、

もっと生活 してい くうえ で必要 な こ とを教 えて ほ しい とい う

意見。また男の子たちか らは、学校の勉強は良い大学を出て、

良い仕 事 に就 くため のも のだ と受 け取 れる よ うな意 見が 出て

いま した。 ふ と、最 近の 子 どもは学 校 で してい る勉 強 とい う

もの を はきち がえ て はいな い かと思 い ま した 。私 も こんな事

勉強 しても この先 絶対 に使 うこ とな ん てな い と思 った ことは

何度もあ りま した。 しか しそんな時 、高校 の先生が言 っていた

事を思い 出 します。先生 はこう言いま した。今は、勉弓重した い

分野があ って進 路も決 まっているかも しれないけ ど、 この先 ど

んなきっかけがあって自分の興味が変わるかわからない。けれ

ど、その時 にな ってか ら じや遅 いよ、 と。 どの 分野にもなるべ

く適応できるように、基礎の部分を小・中学校の義務教育とい

う期間で広 く学 ぶのだ ろうと、私は思い ま した。そのよ うな教

養が今の子 ども達 には不足 して いると感 じま した。

また、中学生の男子から出た意見に、儲かる仕事が したい

とい うの があ りま した 。あ ま りにも夢 が ない とい うか、 自分

の意志 が ない とい うか 。と にか く今の 子 ども はそ んな ことを

言って しま うの か とシ ョックを受 け ま した 。そ れだ け子 ども

達を取 り囲 む環 境、社 会 が変 わ ってき て いる、 変わ って しま

つた とい うことです ね。

大学生にな った、わた しの率直な感想です。

＝資 料 ＝

こども環境学会

こどものための安全で健康な環境づくりに向けての行動計画

1 ．こどもの事故等 に関する実態把握 と予防対策の推進

（ 》こどもの事故と健康被害。犯罪被害等の実態把握とその評価

こどもたちは、災害被害、交通事故、学校事故、家庭内事故、

建築事故、犯罪被害などあ らゆる危険に対 して、最も無防備 にさ

らされています。 しか しこどもたちの被害の実態は、十分に把握

され検証されているはいえず、悲 しい被害が繰 り返されています。

こうしたこどもの事故と健康・犯罪被害等の実態把握とその評価

を推 進 します 。

（ むこどもの事故・犯罪防止の推進

事故や犯罪被害には身近な環境から社会的な環境まで段I唱的な

要因が あ ります。 また物 質 的な 問題 （ハー ド）ば か りで な く、心

理的、社 会的 な 問題 （ソ フ ト） もあ りま す。 こ う した 問題 に取 り

組むために、こどもと保護者（おとな）に対する安全健康教育を

推進 し、環境に対する安全評価基準やハー ドとソフ トの両面にお

ける管理体制の提案などによりこどもの事故防止を推進 します。

2 ．あそぴの価値の再評価と多様なあそび環境づくり

①あそびの価値の再評価と自由に遊べる環境づくり

こどもの事故は、親の心配を増幅 し、こどもの行動を大きく規

制します。行動を規制されたこどもは、危険や健康被害への自己

対応能力を育むことな く成長します。こどもたちは、あそびの中

で小さな事故を経験 しなが ら、危険や健康被害への対応能力を育

んでゆ きます 。あ そ びにお ける こ う した 効用 を再評 価 し、 こ ども

を見守るプレイリーダーの役割を確立 し、自分達の責任で自由に

遊べ る環境 づ く りを目指 します 。

（ a 親子でのあそびや自然体験のための環境づくり

1 9 6 0 年代の高度成長期を境に、こどものあそび環境は大き く

変化 しており、これ以降の世代には、かつてのように豊かなあそ

びを体験 していない親もみ られます。こどもにあそびの楽 しさを
′

知らせるためには、親自身が、あそびの楽 しさを体験 し直す必要

があります。 このために親子でのあそびや自然体験のための環境

＝，く りを 目指 します 。

3 ．こどもにや さ しい建築・ 都市環境 づ く り

①安全で健康な住環境づ くり

これまでの住宅開発は、効率的な住宅供給に主眼が置かれ、こ

どものための空間が十分に整備されているとはいえません。また

近年、高層居住が急激に増加する中で、乳幼児母子の安全や健康

への配慮が十分であるとはいえません。住宅や住環境と家族生活

やこどもの成育との関連性について研究開発を推進 し、安全で健

康な 住環境 づ く りを 目指 します 。

②安全で健康な地域施設 と しての学校、幼稚 園、保育園の環境

づ く り

学校、幼稚園、保育園における事故は、少子化にもかかわらず

増力ロの傾 向が み られま す。 また こ う した施 設 には、従 来の 教育 的

な機能のみな らず、地域 コミュニティ、子育て支援、こどものあ

そび場など多様な機能が期待されています。これらの施設の安全

ガイ ドラ イ ンづ く りと新 しい機 能 につ いて の研 究 開発 等 によ り、

安全で健康な地域施設としての学校、幼稚園、保育園の環境づ く

りを目指 します 。

③こどもの視点に立った建築や都市環境づ くり

今日の経済 性が優先される都市開発においては、交通事故や建

築事故などが頻発 し、こどもの安全は確立されていません。こど

もの視点に立 った都市構造の見直 し、道路交通の規制、公共施設

等にお ける こど ものた めの 空 間づ く りを推 進 し、 こど もを公 園

子ど もの権 利条 約 第 80 号・ 2 005 年 7 月15 日号

二』



家の中に閉 じ込めるのではなく、元気に遊ぶこどもたちの姿を見

ることのできる、こどもの視点に立 った建築や都市環境づ くりを

目指 します。

4 ．こどもを見守 り育て る社会環境 づ く り

①学校、家庭、地域がこどもを見守るまちづくり

学校を対象と した犯罪が社会問題 となる中で、学校を閉鎖的に

する ことに よ って こ ども たちの 安全 を確 立 しよ う とい う傾 向 もみ

られます。 しかし、安全は地域社会全体において保障されるべき

ものです。そのためには、学校に地域の人が入 り、まちにこども

や青少年の居場所を創出 して行 くことを推進 し、学校、家庭、地

域が こどもを見 守 るまち づ くりを 目指 します 。

②こどものための情報文化環境づくり

駄菓子屋や貸 し本屋に代表されるかつての「こども文化」は消

滅し、情報化の進展は、ゲームやアニメなど大人との境界のない

「 情報文化」の中に吸収され、こどもの成育に大きな影響を及 ぼ

しています。こども文化の再評価、こどもの発達段階に対応 した

メデ ィア倫理 の確 立 とメ デ ィアガ イ ドライ ン 、家庭 に おけ るメ デ

ィアリテラシーの育成など、こどものための情報文化環境づ くり

を目指 します。

5 ．こ どもの権利 と 自由を尊重す る社会環境 づ くりと

こどもの参画

①こどもの権利と自由を尊重する社会環境づ くり

こどもの権利条約にもとづき、こどもの意見を聞き、こどもの

最善の利益、生命への権利、生存・発達の確保、親による虐待 ・

放任・搾取か らの保護、健康・医療への権利、休息・余暇、あそ

び、文化的・芸術的生活への参画、麻薬・向精神薬からの保護、

性的搾取・虐待か らの保護などを保障し、こどもの権利と自由を

尊重する社会環境づくりを目指 します。

②安全と健康の確立に向けてのこどもの参画の推進

こどもを取 り巻 く環境の整備の一方で、こどもたち自身の安全

や健康に対する意識を高めることも重要です。安全と健康につい

ての こ どもた ちの 主体 的な認 識 づ く り、 ア クシ ョン リサ ーチ によ

るまちづ くりやこどもたちによる地域や学校環境に対する安全 ・

健康評価など、安全 と健康の確立に向けてのこどもの参画を推進

します。

2 0 0 5 年 こども環境学会・大会提案

1 ．あそぴの活性化と安全を図るために、公園へのプレイ ・

フ ァシ リチー ター（公園支援 員）の配置 を推 進 しよ う。

安全への危惧や室内あそぴへの志向が、公園などでの外あ

そびか らこどもたちを遠ざけています。こどもの安全能力を

育むそとあそびを活性化するためには、公園整備だけでは不

十分です。あそびを支援する人の配置が不可欠です。

2 ．生活道路の車両交通を制限し、こどものあそび空間、

地域 コミ ュ＝ テ ィ空間 と しての道 の再生 を推進 しよ う。

かつて道はもっとも身近なあそび空間であり、地域コミュ

ニティ活動の場で した。都市化による車両交通の増加が、道

か ら こう した機 能 を誓 って しま いま した 。デ ンマ ー クでは 生

活道路をボンエル フ（歩者共存道路） とすることによ って、

交通事故の 8 割が減少 したとい う報告もあ り、ヨーロ ッパで

は生活道路の半分以上でこうした制限を設けている都市もみ

られます。こどもを交通事故か ら守 り、道あそびと地域コミ

ュニティを活性化するためには、道路交通の制限が必要です。

※オランダでは 5 割以上が、ボン市 （ ドイツ）では8 割が、

ルン ト市（スウェーデン）中心部では全域が、生活道路を

ボンエルフやゾーン3 0（車両交通制限速度3 0 km ／時以下）

となっている。（今井博之氏によるデータ）

3 ．こどもの視点 に立ち 、こ どもの成育 にふさわ しい

安全で健康な住環境の整備を推進 しよう。

経済性や効率性を優先する都市開発のなかで、今 日の住

環境 には こどものための空間は十分に整備されてお らず 、

安全や心身の健康も確保されていません。幼児の死亡原因

』

の第 1位は事故であ り、事故の多くは予防が可能です。その

ためにはこどもの視点 に立 った安全で健康な住環境の整備

が必要です。

4 ．学校や地域の安全を確保するために、地域コミュニティ

と学校の一体化を推進しよう。

学校を閉鎖的にすることによってこどもたちの安全を確保

しようとい う傾向がみられますが、安全は、地域社会全体の

中で保障されるべきものです。地域 コミュニティ活動と学校

が 一体 とな った コ ミュニ テ ィ・ ス クール に よ って 、地域 と学

校の安全を確立する必要があ ります。

5 ．こどもを過剰な情報刺激か ら守り、情報に対 して

受 身型の 生活 に陥 るこ とがないよ うに見 守ろ う。

今日の過剰な情報刺激は、こどもたちの心や感性に大きな

影響を与えており、情報に対 して受身になるあまり、実体験

との区別がつかなくなる危険性を内包 しています。情報メデ

ィア が こども を束縛 す る側面 と こども の感性 を ひ らく側面 の

両義性について理解 し、過剰な情報刺激からこどもたちを守

る必要 があ ります 。
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子どもへの「声かけ」禁止 ！？

奈良県で条例制定

昨年 1 1月に奈良市でおきた小 1女児誘拐殺害事件 を受け

て、子どもへの不審な 「声かけ」などを禁 じて犯罪防止を目

指す 条例づ くりを進め ていた 奈良県 警は 6 月 1 5 日、条 例案 の

要旨を発表 した。子 どもへの言いがかりや児童のポルノの所

持を禁 止 し、 最高 で 3 0 万 円 の罰 金 と い う 「子 ども に対 す る

犯罪助長行為の犯罪化」は、防犯よ りも取締 りを優先させた

内容 であ り、住民 の安 全活 動が かえ って や りに く くな る と思

われ る。 県警 に は県 内外か ら見 直 しを求 める 声が届 い てい る

にも かかわ らず 、県 は定例県 議会 に提 出 し、 6 月3 0 日に全 国

で初めて 「声かけ」禁止条例が可決、制定された。

この 「声かけ」禁止条例は、正式には 「子どもを犯罪の被

害から守る条例」 といい、「 1 3 歳に満たない者（以下 「子ど

も」 という）の生命又は身体 に危害を及ぼす犯罪の被害を未

然に防止するために、県、県民および事業者の責務を明らか

にすると共に、必要な施策及び規制する行為を定め、もって

子どもの安 全確保 を図 る こと」 を 目的 と して いる。

条例 の うち 、制 定 の中 心 にな る の は、「子 ども に対 す る犯

罪を助長する行為の規制等」の項目である。禁止されるのは、

保護監 督 者 が近 く にいな い子 ども に対 して 、① 惑わ した り、

うそ を つい た りす る行 為、② 言 いが か り、す ごみ 、ひ わいな

発言 、体 をつ かん だ り立 ち ふさ が った り、つ きま と った りす

る行為、③子どものポル ノ映像や画像の所持、保管。同時に

これ らの規 定 に 「違反 した と認 め られ る 者 を発 見 した者 は、

警察官等へ通報するように努めなければな らない」 と住民の

浜 田 進 士 （聖和大学 奈良市在住）

通報義務も明記 している。

「惑 わ し、言 いが か りをつ ける行 為 につ いて」 は 、条項 が

極め てあ い まいな 表現 であ り、子 どもの 安全 対策 を取 り組 も

うとす る動 きにか え って萎 縮感 を与 え て しま う。通報 義務 も

効果 があ る よ うに思え ず 、少数 者 を差別・ 排 除 する こと につ

ながりかねない。子どもの安全は地域の協力関係の中でこそ

可能 にな るの であ り、 この 条例 は まち づ く りに積 極的 に関わ

ろうと する人 と人 との 関係 を持且害 して しまわ な いか と危憤 す

る。 疑心 暗鬼 と警察へ の依存 を強 める こと にな って しま う。

「子どもポルノの単純所持・保管」 については、性犯罪と

の因果関係や犯罪防止効果については事実に基づく検証がな

され て お らず 、条 例 が犯 罪 の 予 防 に つ な が る か 疑 わ しい 。

子どもに対する暴力や性的被害の現状 を解決 していくために

は、子どもの保護の観点だけではな く、総合的な視点が必要

であ り、子 どもの 自身 の声 をあ げや す く し、子 どもの力 を支

援していくための、「総合的な子 どもの人権条例」の制定が

必要不可欠だと考える。

昨 年 1 1月 の 事件 以 降 、父 親 たち が よ うや く子 ど もが暮 ら

す地 域 に目を 向 け始 め てい る。 この 条例 は、 そ う した市 民同

士の話 し合いの場を破壊 し、監視社会化をお しすすめるので

はな いだ ろ うか。 ぜ ひ奈良県 へ 批判 のメ ール を送 り続 けてい

ただ きた い。

（ 付記 ：今回、条例の問題点整理 には平野裕二さんをはじめ、C R C

ネッ トワー クの皆 さん の ご支 援 をいた だいた こ とに感謝 した い）

＝資 料 ＝

調布市子ども条例 調布市条例第2 号

目次 ：前文／第 1章 総則（第 1条 一第3 条）／第2 章 人権の尊重（第4 条）／第3 章 子どもとその家庭への支援（第5 条一第 12 条）

第4 章 協働の取組 （第 13 条一第 17 条）／第5 章 計画の推進 （第 18 条・第 19 条）／第6 章 雑則 （第2 0 条一第2 2 条）

附則
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子 ども は、 個性 が 認め られ 、 自分 ら し く生 き る権 利 を は じめ 、

個人の尊厳を持 ったかけがえのない存在である。

子どもは、調布の「宝」、「未来への希望」であり、喜びや悲し

みを共有する家族、友人及び地域の深い愛情に包まれて、社会の

一員として大人と共に今を生き、次代を担っている。

私たちの願いは、子 どもが、家庭や地域のぬ くも りと恵まれた

自然の中で、安全かつ快適にのびのびと遊び、学び、夢と希望を

持ち な が らい き い き と育 つ こ と がで き る ま ち をつ くる こ とで あ

る。

そのために、私たちは、日本国憲法をは じめとして、世界人権

宣言、児童の権利に関する条約等が定める人が生まれながらにし

て持っている基本的人権の保障の精神と理念を尊重する。そのう

えで、未来の調布をつ くり、平和への願いと国際社会の発展の一

翼を担う子どもの健やかな成長を図るため、家庭、学校等、地域、

事業主及び市は、協働 して子どもへの支援に取 り組んでいかなけ

ればならない。

私たちは、子どもが幸福 に過 ごすことで自立 した大人に成長す

ることができることを自覚 し、子どもの育ちや子育てを楽 しむこ

とがで き、子 どもが幸 福 に暮 らす こ とがで きる まち づ く りを進め

ること をこ こに決意 する 。

緑と水に恵まれた自然や、家庭、学校等及び地域のつなが りの

中で、子どもが夢を持って健やかに育ち、安心して子どもを産み、

育てることができるまちを目指すことを宣言 し、この条例を制定

する。

第 1幸 総 則

（ 目的）

第1 条 この条例は、子どもとその家庭への支援の基本理念並び

に家庭、学校等、地域、事業主及び市の役割を明 らかにすると

ともに、施策の基本となる事項を定めることによ り、子どもが

夢を持ちなが ら、いきいきと育ち、自立する ことができるまち

づ く りを推 進 し、子 どもが 健や かに育 つ こと を目的 とす る。

（子どもの定義）

第2 条 この条例において 「子ども」 とは、 18 歳未満の市民を

い う。

（基本理念）

第3 条 子どもが健やかに育ち、安心 して子どもを産み、育てる

ことができるまちの実現に向け、家庭、学校等、地域、事業主

及び市は、協働 して取り組むものとする。

第2 華 人権の尊重

（人権の尊重）

第4 条 大人及び子どもは、日本国憲法が保障する基本的人権を

尊重し、命をいつ くしむとともに、人を思いやる心を持つこと

に努めなければならない。

第3 幸 子どもとその家庭への支援

（子どもの健康の保持増進）

第5 条 市は、子どもの心身の健康の保持増進を図るため、健康

診断及び健康教育の充実を図るものとする。

2 市は、母子保健に関する総合的な施策を推進するものとする。

3 市は、前2 項に規定する施策の実施に当た っては、関係機

（ 保護を要する子ども等への支援）

第6 条 市は、子どもに対する虐待の予防及び早期発見並びに

虐待を受けている子どもの援助その他の支援のための体制を

整備するものとする。

2 市は、すべての人が、虐待を受けていると思われる子 ども

を発見 したときに、通告をしやすい環境を整備するものとす

る 。

3 市は、ひとり親家庭等の支援について、総合的な施策を推

進するものとする。

4 市は、障害児の支援について、総合的な施策を推進するも

の とする 。

5 市は、前各項に規定する施策の実施に当たっては、関係機

関との連携を図り、協力体制を構築するものとする。

（ 子どもの生活の安全確保）

第7 条 市は、子どもが犯罪の被害に遭 うことを防止するための

対策を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、飲酒、喫煙、薬物乱用等の危険性を子どもに啓発し、

その飲用又は使用を防止するための対策を講ずるよう努める

もの とす る。

3 市は、子どもの交通事故を防止するための対策を講ずるよ

う努 める もの とす る。

4 市 は 、子 ども が い じめに 遭 うこ とを防 止す る と ともに 、い

じめを しないことの教育について、総合的な施策を推進する

ものとする。

5 市は、犯罪又は災害の被害に遭 った子どもとその家庭の救

済について、総合的な施策を推進するものとする。

6 市は、子どもが犯罪の加害者になることを防止するととも

に、カロ害者となってしまった子どもとその家庭の支援につい

て、ヲ総合的な施策を推進するものとする。

7 市は、前各項に規定する施策の実施に当たっては、関係機

関との連携を図り、協力体制を構築するものとする。

（ 子 ども にやさ しい まちづ く りの 推進 ）

第8 条 市は、子どもが緑あふれる恵まれた自弁琵に囲まれ、安全

に安心 して過ごすことができ、子どもとその家庭が孤立するこ

とのない環境の整備に努め、ぬくもりのあるまちづくりを推進

する もの とする。

2 市は、子どもとその家庭の住環境の整備、子どもが安全に

安心して通行することができる道路の整備、施設のバ リアフ

リー化等の子どもとその家庭にやさしいまちづくりを推進す

るものとする。

（ 子育て家庭への支援）

第9 条 市は、保護者の多様な就労形態に対応するとともに、積

極的な社会参加を支援するため、仕事と子育ての両立を図るた

めの総合的な施策を推進するものとする。

2 市は、在宅で子育てを している家庭に対する支援の充実を

図るもの とす る。

3 市は、保育所、学童クラブ等の子どもの施設への入所等を

待機する子どもが生ずることのないよう、積極的にその対策

を講ずるものとする。

4 市は、保育の需要を的確 に把握 し、多様な保育サービスの

提供を推進するものとする。

（ 子どもの相談体制の充実）

第10 条 市は、子どもに関する相談を行う機関及び市民団体等



と密接な連携を図り、子どもの健やかな成長及び子育てに関す

る総合的な相談の体制を構築することにより、子どもとその家

庭の救済及び回復並びに特別な教育的配慮を必要とする子ども

の支援の充実を図るものとする。

（ 地域の資源の活用）

第1 1条 市及び大人は、地域が子 どもの育ち及び人とのふれあ

いの 場 であ り、人 間 関係 を豊 か にす る場 で あ る こと に配 慮 し、

子どもが安心 して遊び、活動することができる環境づくりに努

める もの とする。

2 市は、地域の社会資源を十分かつ効果的に活用することが

で きる よ う整 備す る こと によ り、地 域 にお ける子 ど もとそ の

家庭への支援の充実を図るものとする。

（ 子どもの社会参加の促進）

第12 条 市は、子どもが、社会の一員であることを自覚するこ

とができるよう社会参加をする機会を拡充 し、子 どもの意見が

まちづ くりに反映 され るよ う努め るもの とす る。

2 市及び大人は、個性を伸ば し、人間性を豊かにする文化

的・社会的活動に対 し、積極的な支援を行 うとともに、子ど

もがその活動に参カロし、体験することができる場を確保する

よ う努め るもの とす る。

第4 章 協働の取組

（ 家庭の役害り）

第13 条 家庭は、子どもが育ち、人格を形成するうえで最も大

きな役割を担っていることを自覚 し、子どもとのふれあいを大

切にするよう努めなければならない。

2 家庭は、子どもが、基本的な生活習慣、社会の規範を守る

意識及び善悪の判断を身に付けることができるよう自らが範

を示 す ととも に、豊 か な人 間性 をは ぐ くむ ことがで きる よ う

努めなければならない。

（ 学校等の役割）

第14 条 学校等は、集団生活 をとお して、社会性、基礎学力、

考える力、創造力等を子どもの心身の発達に応 じて身に付ける

こと がで きる よ う にする と とも に 、子 ど もが 自 ら学 び 、遊 び 、

夢を持 って将来への可能性を開いていくために、家庭、地域及

び市と協働して教育を推進するものとする。

2 学校等は、積極的に教育活動等の内容を公表し、地域に開

かれた体制及 び子 どもが相談 しやすい環境を整えるととも

に、人権教育及びいじめの防止に関する教育を推進するもの

とする 。

3 学校等は、子どもに対 し、家庭を築 くこと、子どもを育て

ること等に関する教育、啓発、情報提供等の取組を推進する

もの とする。

（ 地域の役割）

第 15 条 大人は、子育てを地域全体で取 り組まなければな ら

ない課題ととらえ、子どもの支援に積極的にかかわ り、地域

の中で子どもが健やかに育つ環境づくりに努めなければなら

ない。

2 大人 は 、そ の言 動が 子 どモ‥こ大 きな 影響 を与 え る こと を認

識 し、子どもか ら信頼されるよう自らを省み、子 どもの模範

となるよう努めなければならない。

3 大人及び子どもは、体罰を加え、又は暴力を振るってはな

らな い。

4 大人は、虐待を受けていると思われる子どもを発見 したと

きは、児童虐待の防止等に関する法律 （平成 12 年法律第8 2

号）の定めるところにより、速やかに通告 しなければならな

い。

（事業主の役割）

第16 条 事業主は、子どもが健やかに育つ環境づくりにおいて

大切な役割を担っていることを認識し、その雇用する労働者が

子 ども との かか わ りを5深める こ とがで きる よ う配慮 する と とも

に、学校等又は地域が行う職場体験活動その他の子どもの育成

に関する活動に協力するよう努めなければならない。

2 子どもを雇用 している事業主は、その健康の保持及び成長

等に十分に配慮 しなければならない。

（市の役割）

第17 条 市は、常に子 どもの最善の利益に配慮 し、一人一人の

子どもの人権及び個性を尊重するとともに、差別、暴力その他

の人権侵害か ら守 られるよう、子どもとその家庭への支援に関

する施策を推進するものとする。

2 市は、家庭、学校等、地域及び事業主における子どもとそ

の家庭への支援について、相互の連携を図 り、総合的な調整

を行 うこと によ り、協力 体制 を構築 する もの とする 。

3 市は、前項の規定 による調整 に当た っては、必要に応 じて

国及び東京都に協力を求めるものとする。

第5 章 計画の推進

（行動計画の策定等）

第18 条 市は、子どもとその家庭への支援を推進するため、そ

の施策に関する計画 （以下 「行動計画」 という。）を策定 し、

これを実施するものとする。

2 市は、行動計画の策定に当た っては、市民の意見を十分に

反映するよう努めるとともに、その実施に当たっては、市民

の理解及び協力を得 られるよう努めるものとする。

3 市は、行動計画を効果的に推進するため、その評価を行い、

必要に応 じて改定を行 うものとする。

（ネ ッ トワ ークの 構築 ）

第19 条 市は、行動計画を総合的に推進するため、関係機関と

の連絡調整を図 り、子どもとその家庭への支援のためのネ ット

ワークを構築するものとする。

第6 章 雑則

（広報）

第2 0 条 市は、この条例の定める理念及び内容について、市民の

理解を深めるよう、広報活動により広く周知を図るものとする。

（意見の反映）

第2 1条 市は、子 どもとその家庭への支援のあり方について広

く意見を聴取 し、市民の意見を施策に反映するよ う努めるもの

とする。

（委任）

第2 2 条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成 17 年4 月 1日から施行する。

』

子どもの権利集約 第 80 号・ 20 05 年 7 月 15 日号



● ■ 監謂
I

国連・子どもの権利委員会の最新動向

2 0 0 5 年 2 月 2 3 日、 ニ ュー ヨー クで 子 ど もの 権 利 条約 締

約国会議が開催され、子 どもの権利委員会の改選が行なわれ

た。 第3 9 会 期 （2 0 0 5 年 5 月～ 6 月） か ら活動 を開 始 した新

しい委員会 の 構成 は次 の とお りであ る （太字 は今 回選 出され

た委員 、 うち ＊は新規選 出の 委員 ）。

くア ジ ア〉

ガリア・ モハ ド・ ビン・ハ マ ド・ アル ーターニ

（カタール・女性）小児科医
リー ヤ ン ヒー

李亮喜 （韓国・女性）心理学・教育学者

＊カマル・ シデ イキ （バ ングラ デシ ュ・ 男性 ） 開発経 済学者

くア フ リ カ 〉

ジョイス・ アル ー フ （ケニ ア・女 性）裁 判官

カメル・ フ ィラー リ （アル ジ ェ リア・男 性） 法律 家

ムシラ・ ハ タブ （エ ジプ ト・ 女性 ）外 交官

ハテム・ コ トラー ネ （チ ュニジ ア・ 男性 ）法 律家

アウ・ ヌ デ イエ ・ ウ 工 ドラ ー コ

（ブルキ ナ フ ァソ・ 女性 ）言語 学

＊アウ ィッチ・ ポラ ー （ウガ ンダ・ 男性 ）法 律家・ 軍人

くヨ ー ロ ッパ 〉

ヤー プ・ 工 ク バ ー ト・ ドゥ ツ ク

（オランダ・男性）法律家・裁判官

ロタ ー ル ・ ブ リー ドリ ッ ヒ・ ク ラ ッ プ マ ン

（ ドイ ツ・ 男性 ）教 育社 会学者

＊デ ビ ッ ド・ ブ レン ト・ パ ー フ ィ ッ ト

（カナダ・男性）法律家

ルー シー・ スミ ス （ノル ウェー・ 女性） 法律 家

ネベナ・ ブコ ピ ッチ ーサホ ビ ッチ

（セルビアモンテネグロ・女性）法律家・ N G O

＊ジ ャン・ ツ エル マ ッタ ン （ス イス・男 性）法 律 家

くラ テ ン ア メ リカ・ カ リブ諸 国 〉

ローザ・ マ リア・ オル テ ィス （パ ラ グアイ・女 性 ） N G O

ノルベ ル ト・ リウスキ （アル ゼ ンチン・ 男性 ）社会 政策

マリー・ ア リソ ン・ ア ンダー ソ ン

（ジャマイカ・女性）教育・保健政策等 （テイラー

委員の辞任にともなって第3 8 会期か ら就任）

』

子どもの権利集約 第 8 0号・ 200 5年 7 月15 日号

平 野 裕 二（A RC）

改選 後 も ヨー ロ ッパ・ ア フ リカ偏重 の傾 向 は依弁天と して残

つて いる が、男 女 は半 々とな り、委員 の職 業的・ 学 問的 背景

にも さ らに 広 が りが 出 た 。 と く にま だ 3 0 代 の ポ ラ ー 委 員

（ウガ ン ダ） は 、 19 8 3 年 、 1 3 歳 の と きに子 ども兵 と な り、

主に防衛・救援関係の任務に3 年間従事 した後、子 ども兵士

のリハ ビ リテ ーシ ョン等 に取 組 んで きた とい う異色 の経歴 の

持ち主 で ある 。現在 も ウガ ンダ 国軍 に属 して お り （階級 は大

尉）、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の報告

書審査にその経験が活かされる可能性は高い。

第 3 9 会 期 の 冒頭 には役 員選 出 が行 な われ 、 議長 に ドゥ ツ

ク委 員 （オ ラ ン ダ ） が 、 副 議 長 に ア ル ー タ ー ニ （カ タ ー

ル）・ ハ タブ （エ ジプ ト）・李 （韓 国 ）・ リウスキ （アル ゼ

ンチ ン）の 各委 員が 、報 告者 に ブコ ピ ッチ ーサ ホ ビ ッチ委 員

（セ ル ビアモ ンテネ グロ） が就任 して いる。

なお、委員会がかねてから国連総会に要請 していた「同時

並行審 査 制」（tw o －C h a m b e r system）の導入もようやく

承認され、第4 1会期 （2 0 0 6 年 1月）以降、 1 8 名の委員を

9 名ずつ 2 つに分けて一度に2 か国ずつ報告審査を進めること

になった。2 年 間の暫定的措置ではあるが、審査の効率化お

よび遅 れの解 消を ある程度 図 るこ とがで きよ う。

他方、条約の各規定の法的解釈を深めていくことは依然と

して委員会の課題である。委員会は現在、（り乳幼児期にお

ける子どもの権利、（2 ）保護者のいない庇護希望者の子ども、

（ 3 ）少年司法、（4 ）先住民族の子 どもの権利、（5 ）障害のある

子どもの 権利 と い う5 つの テ ーマ に つい て 「一般 的意 見」 の

作成を進めている。なお、（2 ）については第 3 9 会期 （2 0 0 5

年5 月 ～6 月 ） に 「一 般的意 見 6 」（C R C ／G C ／2 0 0 5 ／6 ） と

して採択 され た。

このほか、2 0 0 0 年・ 2 0 0 1 年の 「一般的討議」で委員会

が行な った勧告を受けて現在 「子どもへの暴力に関する国連

事務総長研究」が進められており、2 0 0 6 年の国連人権委員

会に最終報告書が提出される予定とな っている。また、委員

会は国連人権委鼻会 に対 し、「親のケアを受け られない子ど

もの保護および代替的養護に関する国連指針」作成のための

作業部会 を設置 する よ う勧告 して お り （第 3 7 会期 ）、 これ が

実現すればこの分野における子 どもの権利保障が大きく前進

する一歩 とな ろ う。



危機 に晒 され る子 どもたち

－ユニセフ『世界子供 白書 200 5年版』－

ユニセフは、r世界子供白書』の2 0 0 5 年度版を r危機に

晒さ れる子 どもた ち』 とい うタイ トル の もと発 表 した 。

2 0 0 5 年度 の 白書で は、 コフ イ・ アナ ン国連 事務 総長 の ま

えがき、テーマの要約、子 ども時代の定義、子どもを危機に

晒す貧困、紛争、H lV ／エイズについての解説、さらにすべ

ての子どもに子ども時代を約束するために何が問題で、何を

なすべ きか な どを まとめ て いる。子 ども に関す る統 計指 標 は

基本、栄養、保健、ト＝∨／エイズ、教育、人口、経済、女性、

子どもの保護、前進の速度の統計指標（主に2 0 0 3 年）が記載

されている。表2 、表 3 には子ども時代の事実を認識する手

だてとして、先進工業国と途上国の子どもの状況の比較数字

が羅列 されて いる。

「子ども時代の定義」 子 ども時代はひとりの人間がおと

なと見 なさ れる までの 期間 だ けで はな く、子 ど もの生 活の 状

態、条件を加えたこの期間の質を指すものである。子どもた

ちが育 ち、遊 び 、発達 する こ とので きる お とな時 代 とは、 は

つき り区別 され た独立 した 、安全 な期 間 が子 ど も時代 とい え

る。 1 9 8 9 年 多 くの 国 ぐにが子 どもの 権 利条約 に署 名 した と

き、世界 は子 ども 時代 は こ うあ るべ きだ とい う共 通の基 準 を

受け入れたのである。

「貧困」 開発途上国に生きる子どもの半数以上が、幸福

や心身の健全な発達を妨げられている。生存や発達、そ して

自分の持 って生まれた可能性を開花させるための必要な基礎

的サ ー ビスや物 資 を奪わ れて いる こ とにな る。子 ども時 代の

貧困はおとな時代の貧困の根本的な原因となり、世代間の循

環を断ち切れないでいる。

「紛争」 子どもたちは自分が始めたわけでもない紛争 に

よって、最もその被害を受けやすい立場 にある。何百万人も

の子 どもた ちが紛 争 によ って 自分の 家 や コミ ュニテ ィ、家 族

から引 き離 され 、強制 的 に兵士 と して働 か され てい る。そ し

て、性的暴力を含むさまざまな暴力や空腹、病気や トラウマ

（ 心的外 傷後 ス トレス障害 ）に苛まれ て いる。

「H IV ／エイズ」 H lV ／エイズは子ども時代の基盤そのも

のを 引き 裂 きつ つ あ る 。 卜‖∨／エ イ ズ の 感 染 が最 も深 刻 な

国々では、エイズのために子どもの死亡率が劇的に上昇 して

いる。何 百万 人も の子 ども たち がエ イズ で片 方も しくは両 方

の親を失 っている。さらに数百万人の子どもたちが病床、あ

るいは死 の床 にあ る親 や保 護者 と とも に暮 ら し、 困難 な状 態

にある。いまやエイズは開発途上国の 1 5 歳か ら4 9 歳の人々

の死 亡原 因の 第一 位 を占め 、 もは や家 族や コミ ュニ テ ィの 手

には負 えな い状況 に陥 りつ つあ る。

「すべての子 どもに子ども時代を」 世界が子どもの権利

条約に定め られた子ども時代の諸要件を受け入れてか ら 1 5

年が経過 した。しかし、子ども時代を健やかに十分な保護を

受け な が ら過 ごせ る こ とが でき る よ うに する とい う約束 は 、

今なお 1 0 億人以上の子 どもたちにとって果たされないまま

でいる。貧困と紛争、 H lV ／エイズが子どもたちの命と幸福

を脅や か し続 けて いる か らだ 。そ して 、あ ま りにも 多 くの子

どもの子ども時代が危機に瀕 している今、私たちの共通の未

来も また危機 にさ らされ てい るの だ。 しか し、 この現 状 をこ

のま ま容認 する 必要 は な い。 す べて の子 ども たち に と って、

子どもの権利条約 に定め られた子ども時代のあるべき姿「基

準」 が保 証 され るよ う に努力 する こと は、私 たち 一人 ひ とり

に課せられた義務である。政府は私たち一人ひとりの代理と

してこの 条約 を署 名、批 准 した にす ぎな い。 子 ども時代 を脅

かす 脅威 を削減 す るた め にとる こ とので きる 、特定 の方 法が

確か にあ る。 この 白書 ではそ の方法 が明 らか にされ てい る。

事‘H E ＄T 義軍監0 野T H 監 野0 約む野′焉ぢ絹筆邑，岱拷E 柑 桝 き

r 世界子供白書 2 0 0 5 』の入手方法 ：

〒1 0 8 －8 6 0 7 （財）日本ユ ニ セ フ協 会 広 報室 あ て に葉書

か電話 0 3 －5 7 8 9 －2 0 1 6 で申 し込むと、 1人 1冊なら送料も

含めて無 料で送 付 して くれる。

ホームペ ージw w w ．u n ice f．0「．jp か らの 申 し込み も可能 。

子 どもの権利条約 第 80 号・ 2 005 年 7 月15 日号

』



ヨ戸f i

自分が変われば世界が変わる

ーC R C ネ ッ ト・ 5月 イベ ン ト 今 年 も子 ども た ちが企 画・運 営－

「子どもの権利条約ネ ッ トワーク主催、五月イベ ン ト」が本年も5 月5 日、国立オ リンピック記念青少

年総合センターで開催されま した。

本年のテーマは 「自分 が変われば、世界が変わる」。参加者に自己実現のき っかけを掴んでも らおうと

いう企画です。

1 8 歳以下の子 ども達がすべてを企画するようにな って、今回で 7 回目にな ります。毎年 1 2 月に企画

者を募集 し、 1 月か ら企画に入 ります。テーマも、イベ ン トの形式も、 プ田グラムも、すべてその時に

集まってきた子 ども達 が話合いで決 めるのです。C R C ネ ッ トが提供するのは会場 と、経済面の援助、広

報の手伝いのみ。初対面の子 ども達 がすべてを決 めて いくので、エンジンがかかるまで時間がかか りま

すが、企画会議を重ねてい くうちに、会議 と会議 の間隔が狭ま り、た くさんの意見が出てきて、だんだ

ん熱が こも ってきます。そ して毎 回、お となの私 には考え付かないような、思いの こも ったイベン トが

出来上が ります。

（赤池 悦子）
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山浦 彬仁（18歳）

「 自分が変われば世界が変わる」

私 た ち は 日々、「変 化」 して いる 。 自分 自身 では 気 づか ぬ

かも矢口れぬ が 、昨 日の 自分 と今 日の 自分 で は明 らか に違 う。

体の 細胞 レベル で は もち ろ んの こ と、「自分 」 とい う観 点 で

見て みれ ば、 昨 日の 考 えて いた ことを 、今 日は更 によい アイ

ディア に考え られ る。 そ して、 自分・だ けで な く、世界 も刻 々

と変化 して いる 。

子 ども・ 若 者 にと って世界 とはな んだ ろ うか ？ブ ラ ウン管

から映 し出さ れる他 国 の様子 が 果た して 、子 ど も・若 者 に と

って 「世 界」なの だ ろ うか ？確か に、そ れは 「世 界」 である 。

しか し、多 くの子 ども・ 若 者 にと って、 そ こは 自分 とは 関係

のな い 「世 界」 で あ り、子 ども・ 若 者 にと っての 「世 界」 と

は、たい てい の場合 「学 校」 で あ り、「自分 の部 屋」、 自分 の

没頭 でき る コ トが ある場 所 、す なわ ち 「居 場 所」 と 呼ば れる

ところであ ろ う。

子 ども・ 若 者の 「世界 」 を つ くるの は 「出会 い 」 であ る 。

出会 う こと の 「刺 激 」 が 自分 を 変 化 さ せ 、 の 「変 化 」 が 、

「 世界」 を変 える ことであ る。

者に とって 、その き っか け となる 「出会 い」 を コンセ プ トに

した 。第 1部 では 、 すで に 「何 かを 始め て い る」 1 6 歳 か ら

2 6 歳 まで の4 人 を、子 ども・ 若 者の「ロールモ デル」と して、

各々の 活 動の 話 を して も らった 。「ロール モ デル 」の 方 々の

話しは 、非 常にバ イ タ リテ ィにラ益れ、力 が湧 くデ イス カ ッシ

ョン とな った 。第 2 部 で はグル ー プ に分 か れて 、参 カロ者 の皆

さんの 「や りた い活動 」 を 「実 現 する」 ため のラ ウ ン ドテー

ブルをい った。問題意識を年齢、所属を超えて「腹を割って」

話せる ラ ウン ドテー ブル は、色 ん な 「出会い 」を 提供 できた

のではな いか と思 う。

今 回の 5 月 イベ ン トを通 じて 「価値 ある変化 」 を少 しでも、

提供で きれ ば、企画 者 と しての喜 び を感 じる。

最後 にな りま した が、 一緒 に企画 を担 当 した島 森 さん、石

川さん 、そ して 、の んべ んだ らりな私 たち を暖 か く見 守 って

くださ った事 務局の 赤池 悦子 さん に心 か ら感 謝 します。
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石川 麻子（16歳）

私が この イベ ン トの 企画 者 にな った とき 、ち ょ うど私 は 自

己実現について考えていました。高度経済成長期は経済的に

豊か にな る ことが 多 くの人 の、 そ して国の 目標 だ った が、 も

うその時 代 は終わ って 、現 代は 自分 ら しく生 きる こ とを追 求

する、 自己実 現の 時代 。そん な本 を読み ま した 。

人 の幸 せは 自分 らし く生 き られる こと であ り、 また 、ひ と

りひ と りが 自己 実現 を追 求 で き る社 会 が 平 和 だ と 考 え ま し

た。です か ら、今 回の 「問題 ：な りた い 自分 になる に はど う

すれ ばイ イ ？」 の “な りた い自分 ” は “自己実 現” に言 い換

えられ、私 に とって意味 の深 いもの で した 。

イベ ン トの 中で 、同 じ企画 担当者 の 山浦若 か ら「今 の 活動

をどう将来 につ なげ てい きま すか ？」 と聞 かれ 、答 えが でま

せん で した 。将来 何 を したい かわ か らない し、進 路 も決 ま っ

てい ませ ん 。活 動 を通 して た くさん の こ とを学 ぶ に つれ て 、

やりた い ことが 定ま らな くな って くる ので す。そ して 、 それ

が楽 しくて仕 方があ りませ ん。

ラ ウン ドテー ブル で は、お となの 参加 者の 方 か ら、 自分 は

自己実 現を 追求 して いる と ころだ し、 自己実 現 は完結 す るも

のではな い、 とい う詰 もで ま した 。

私 は自分で情報を仕入れ、活動を広 げてい っています。そ

れは親の 理解・ サ ポー トが なけれ ば でき ませ ん し、き っか け

とな った今 の学 校 に入 らな けれ ば、伺力＼始 め よ うとも しな か

′哉ノウ芦ノウ琵、…ウ√≡” 潮 撃 群 確 守 芳照
○ α 中 ソ ウ ′ ノ ′ ′ お ヽ ′

′ ケ ウ ノ

つた で し ょ う。

学校の授業は、生きていくのに必要な知識をつけると同時

に、授業を通 して生徒の興味や関心を広げていく役割がある

と思 い ます。 生徒 が授 業 内容 をお も しろい と感 じて 、 自分 で

進んで学べる授業。それには、机に座 って先生の話を聞くだ

けで は限界 があ るかも しれ ません 。

しか し、成績 ば か り重 視 して しま う学 校 やお とな は多 いで

す。子 ど もを取 り巻 く社 会 では 労働 力 は商品 化 され、 身を 削

つて働 くおとな ば か りです 。政府 は、大企 業 が国 際競 争 に勝

つこ と優 先す る政策 を と り続 けて います 。

私 は、今 の社会 は自分 ら しさ を見 つけ に くい社会 だ と感 じ

ていま す。私 自身 、 自分 ら しい方 法 で社会 を変 え てい こ うと

思います 。
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島森 亜沙子（18歳）

「あ 、何 か懐 か しい」 ？ 会場 づ く りを して いて 、そ う思 っ

た。思 い 返せ ば2 年前 の こ どもの 日、同 じよ うにイベ ン トの

準備 を してい た。 2 度 目 とな る今 回の イベ ン トは 、正 直言 う

と、本 当 にや ってみ な ければ わか らな いイベ ン トだ った。 ま

あ、 これ は2 年 前 も同 じだ ったの だが …。 本 当に子 ども にす

べて企画 を任せ て くれるか らこそこ うなの だと思 う。

イベ ン トに参加 して くれた方 、ゲ ス トと して協 力 して くれ

た方 、 イベ ン トを支え て くれた 方。 みん なが いた か ら、で き

たことだ と思 う。イベ ン トを行 う上 での わた したち の狙 いは、

何か を始 め るこ とは誰 にだ って でき る とい うこ とを知 って も

らうこ とと新 しい 出会 い を見付 けて も ら うことだ った 。参加

者の 中で一 人 でも友 達 が増 えた とい う人 がい たな らそれ だ け

で！香しい。 人 に出 会 う とい うこ とはそ れ だ け重要 な こ とだ 、

とわ た しは思 うか らだ。 今の わ た しは、今 ま で出会 って きた

人に少 な か らず影響 され て形 成 され てい る と思 う。 だか ら余

計にそ う思 う。

5 月 イベ ン ト。 来年 も 同 じよ うに 、さ らに大 き く発 展 して

いってほ しい。 そ してわ た しも来 年、 参加者 と して よろ しく

お願 い します 。

ハ、
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子 ど も

入門編 と

臣＊＊＊＊串＊＊＊＊但 あ 国 包 亀 伊 口 金㊥㊥宙 ＊＊＊串＊料串言

「 子 どもの権利条約 ってなに ？」

い方 、ぜ ひぜ ひお

第1 回 ：「子 ども 」 って な に ？ （ワーク シ ョップ）

日 時 ：2 0 0 5 年6 月 3 0 日（木） 1 9 ：0 0 ～2 1 ：0 0

講 師 ：林大介、長谷部真琴、唐木優衣、内田塔子

ミサ ー は 、

学ぶ

第2 回 ：「子 どもの権利」 ってな に ？（ワークショップ）

日 時 ：2 0 0 5 年 7 月 14 日（木） 1 9 ：0 0 ～2 1 ：0 0

講 師 ：林大介、長谷部真琴、唐木優衣、内圧l塔子

第3 回 ：「子 どもの権利条約」 ってな に ？（講義）

日 時 ：2 0 0 5 年7 月 2 8 日（木） 1 9 ：0 0 ～2 1 ：0 0

講 師 ：喜多明人

◆場 所 ：みなとN P O ハウス 2 F小会議室

◆参加費 ：（資料・会場費）

※全 3 回参加の場合※

一般 ：おとな・学生 3 ，0 0 0 円

子ども（18 歳未満）2 ，0 0 0 円

会員 ：おとな 2 ，5 0 0 円／学生・子ども 無料

※各回参加の場合※

一般 ：おとな・学生 1，5 0 0 円

子ども （18 歳未満） 1，0 0 0 円

会員 ：おとな 1，0 0 0 円／学生・子ども 無料

◆お問い合わせ

子 どもの権利条約ネ ットワーク事務所（火曜・金曜 12 －17 時）

‡106－00 3 2 東京都港区六本木4 －7 －14 みなとN P O ハウス4 F

T E L ＆F A X O3－3746－0744E－mailnc「C＠abeam．ocn．ne．jp

●2 0 0 5 年度子どもの権利条約ネッ トワーク役員

代表 ：喜多 明人 副代表 ：荒牧 重人

事務 局 長 ：林 大介（新）

事務局次長 ：赤池 悦子（新） 天野 隆 内田 塔子

会計 ：中村 たづみ

運営委員 ：安部

監

小玉

平野

査：黒岩

芳絵 唐木 優衣 北 干加枝（新）

絹主工 田家 文衛 長谷部 真琴

裕二 山田 奈津帆 好光 紀

哲彦 戸田 真理子

今こモ必要な、自分 と人とをたいせつにする人権の本 ！

▲l

E

▲r

E

監修 荒牧重人 （山梨学院大学法科大学院教授）

小学校高学年～中学生向／全6巻

各4 8ペ ージ／A 4変型 判／ オール カ ラー

揃定価17，640 円（揃本体16，80 0円）

各巻定価2，940円 （本体2，80 0円）
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』

“自分 をたし1せつ に”か らはじめよう

いじめ、暴力、虐待から自分を守る

意見をいって自分もまわりも変わる

佐々木光明 編著

坪井節子編 著

喜多明人 編著

いろいろな人の人権を考える 石井小夜子編著
立ちあがる世界の子どもたち 甲斐田万智子 編著

情報を得 ること伝え ること 野村武司・ 平野裕二 編著
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★発 行 （季刊・年4 回）

子どもの権利条約ネ ットワーク

N etw ork fo rthe  C o n v e n t i o n  o n  t h e

R ig h t s o f th e C h i旧

〒106・0032 東京都海区六本木4 －7 －14

みな とN P O ハ ウ ス 4 F

T E L ＆ F A X  O 3 － 3 7 4 6 － 0 7 4 4

（ 事務所受付時間／火・ 金 1 2 ：0 0 ～ 1 7 ：0 0 ）

ホームページ

h ttp：／／w w w 6 ．o c n．n e．jp／‾n c「c／

E メール

★発行人

★編集人

★年会費

n c rc ＠a b e a m ．o c n ．n e ．jp

喜 多 明 人

内 田 塔 子

5 0 0 0 円 学生 3 0 0 0 円

18 歳未満 10 0 0 円

定 期 購 書売 4 0 0 0 円

＊郵便振替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第 一 プ リン ト


